
 

令和６年度明和町各会計決算および各基金の運用状況審査意見書 

 

第１ 審査の概要  

１．審査の対象 

 （ 1 ）令和６年度明和町一般会計歳入歳出決算 

 （ 2 ）令和６年度明和町斎宮跡保存事業特別会計歳入歳出決算 

 （ 3 ）令和６年度明和町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

 （ 4 ）令和６年度明和町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算 

 （ 5 ）令和６年度明和町介護保険特別会計歳入歳出決算 

 （ 6 ）令和６年度明和町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

 （ 7 ）上記各会計の歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、 

財産に関する調書、基金運用状況調書 

 

２．審査の期間 

  令和７年７月９、１０、１１、１４、１５、１７、２２、２３、２４日 

 

３．実施審査場所 明和町役場 委員会室 

 

４．審査の手順 

 この審査にあたっては、町長から提出された各会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項

別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書および各基金の運用状況を示す書類

について、関係法令に準拠して調製されているか、財産運営は健全か、財産の管理は適正

か、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼を置き、関係諸帳簿および

証拠書類との照合等、通常実施すべき審査手続を実施したほか、関係当局の説明を聴取す

るなどの審査手続を行った。 

 

 

第２ 審査の結果 

 審査に付された一般会計歳入歳出決算書、特別会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項

別明細書、実質収支に関する調書および財産に関する調書は、法令に準拠して作成されて

おり、決算計数は関係諸帳簿および証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められ

た。 

また、各基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿および証拠書類と符

合しており、誤りのないものと認められた。 



 

１．一般会計 

 

（１）概況 

 予算編成の経過をみると、当初予算額 13,098,000 千円、補正予算額 2,668,100 千円、

継続費及び繰越事業費繰越額 431,440 千円を合わせて予算現額 16,197,540 千円の規模と

なり、翌年度への繰越額は 3,615,795 千円である。 

 このような予算に基づき執行された、歳出の決算額の総額に対する割合を前年度と比較

してみると、人件費 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ増、物件費 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ増、維持補修費 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ増、扶助費

3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ増、補助費等 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ増、普通建設事業費 14.4 ﾎﾟｲﾝﾄ減、公債費 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ増、

積立金 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ増、繰出金 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ増となった。 

一部翌年度に繰り越された事業もあるが、計画された諸事業の推進に鋭意努力されたこ

とが認められた。 

 

 

（２）決算収支について 

 決算収支の状況は、予算現額 16,197,540 千円に対し、歳入決算額 13,344,509 千円、歳

出決算額 12,030,038 千円で、差引額（形式収支）は 1,314,471 千円となる。これを実質

収支についてみると、形式収支 1,314,471 千円から、翌年度繰越財源 317,991 千円を差し

引いた 996,480 千円が実質収支額である。 

 

                                          （単位：千円） 

 令和５年度 令和６年度 

予算現額 14,450,127 16,197,540 

歳入決算額         14,248,613 13,344,509 

歳出決算額         13,528,023 12,030,038 

歳入歳出差引（形式収支）           720,590  1,314,471 

翌年度繰越財源            141,909    317,991 

実質収支額            578,681    996,480 

単年度収支額           △58,546    417,799 

実質単年度収支額            256,754    507,191 

 

 （注：実質単年度収支＝単年度収支額＋積立金＋地方債繰上償還金－積立金取崩額） 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）歳入構成の分類について 

 歳入科目より、その性質機能に応じて自主財源と依存財源に区分し、年度別に比較して

みると次表のとおりである。 

 

                           （単位：千円，％） 

       

  区分 

令和５年度 令和６年度 

決算額 構成比率  決算額 構成比率 

自主財源 5,947,748 41.7 6,227,125 46.7 

 依存財源   8,300,865 58.3 7,117,384 53.3 

 歳入合計 14,248,613 100.0 13,344,509 100.0 

          

 なお、自主財源の決算額を前年度と比較してみると、279,377 千円の増となっている。

これは、寄附金及び繰入金が増となったことが主な要因である。 

 また、依存財源の決算額を前年度と比較してみると、1,183,481 千円の減となっている。

これは、町債及び国庫支出金が減となったことが主な要因である。 

 

 

（４）歳入の状況について 

 収入済額は 13,344,509 千円で、収入率は予算現額 16,197,540 千円に対しては 82.4％、

調定額 13,460,595 千円に対しては 99.1％である。また前年度に比べて 904,104 千円の減

である。 

なお、構成比率では、地方交付税 23.8％、町税 19.6％、国庫支出金 12.3％、寄附金 10.4％、

繰入金 9.5％、県支出金 5.6％、町債 4.3％、地方消費税交付金 2.9％、地方譲与税 0.9％、

その他 11.0％である。 

 

・収入未済額の状況について 

 本年度の収入未済額は次表のとおりである。 

（単位：円） 

 区分 

款別 
収入未済額 備       考 

町 税 97,530,978 
現年課税分         27,724,209 

滞納繰越分         69,806,769 

分担金 1,862,470 保育料          1,862,470 

使用料及び手数料 11,444,441 
施設使用料         165,000 

住宅使用料        11,279,441           

諸収入 2,188,467 
給食費              53,029 

貸付金元利収入        2,135,438 

合 計 113,026,356  

 



 

（５）歳出の状況について 

 

 予算現額 16,197,540 千円に対し、支出済額 12,030,038 千円で翌年度繰越額（継続費・

繰越明許費・事故繰越）は 3,615,795 千円、不用額は 551,707 千円である。支出済額は前

年度に比べて 1,497,985 千円の減である。 

 

・構成比率について 

 構成比率は､人件費 16.4％、物件費 15.0％、維持補修費 1.0％、扶助費 15.7％、補助費

等 15.1％、普通建設事業費 6.2％、公債費 8.1％、積立金 8.9％、投資及び出資金・貸付

金 0.9％、繰出金 12.8％となった。 

 

 

（６）将来にわたる財政負担などの状況について 

 

① 町債 

令和６年度一般会計における町債現在高は 10,638,926 千円であり、前年度 10,952,530

千円に比べると 313,604 千円の減となっている。 

 

② 債務負担行為 

令和７年度以降において一般会計で支出が予定されている債務負担行為現在高は

356,704 千円であり、 前年度 308,584 千円に比べると 48,120 千円の増となっている。 

 

③ 積立金 

  将来の財政負担に備える財源としての財政調整基金は、令和６年度末現在、1,793,092

千円であり、前年度同期比 410,692千円増額である。 

  町債および債務負担行為現在高から積立金現在高を差し引いた財政負担は 9,202,538

千円であり、前年度 9,878,714 千円に比べると 676,176千円の減となっている。 

  

 

（７）一時借入金の状況 

 予算第３条で一時借入金の限度額 400,000千円を定めているが、予算執行が順調になさ

れたため、運用金の借入れは必要なかった。 

 

                                           （単位：千円） 

資金の名称 借入限度額 執行額 余裕額 

一時借入金 400,000 0 400,000 

 

 

 

 



 

（８）財政構造の弾力性 

  健全な財政運営の要件は、収支の均衡を保持しながら経済変動や町民の要望に対応し

うる弾力性を持つものでなければならない。 

  普通会計における財政力の動向、財政構造の弾力性を判断する主要財政比率の年度別

推移は、次表のとおりである。 

 

 

主要財政比率 

        

区分 

 

年度 

 

財政力指数 

 

 

経常収支比率 

（％） 

４ 0.53 89.3 

５ 0.53 101.4 

６ 0.52 103.0 

        

        

ア．財政力指数 

 財政力を判断する指標として用いられ、本年度は 0.52であり、前年度に比べて 0.01 ポ

イントの減である。 

 

イ．経常収支比率 

 財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ、数値が高いほど財政が硬直化してい

ることになる。本年度は 103.0％であり、前年度に比べて 1.6ポイント上回っている。 

 比率が 100％を超えており、経常的な歳出を経常的な収入で賄えていない状況で、非常

に厳しい財政状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ２．特別会計 

 

明和町斎宮跡保存事業特別会計 

 

 令和６年度明和町斎宮跡保存事業特別会計の決算額は、歳入 544,168,369 円（予算現額

に対する収入率 95.7％）、歳出 522,333,265 円（予算現額に対する執行率 91.9％）、差引

額は 21,835,104円となる。これを実質収支についてみると、形式収支 21,835,104 円から

翌年度繰越財源 1,033,000 円を控除した 20,802,104 円が実質収支額である。 

歳入歳出の決算額を前年度と比べると、歳入は 23,550,069 円の増加、歳出も 15,726,334

円の増加である。 

 歳入では、国庫支出金 11,151,000 円、県支出金 2,647,000円、町債 17,000,000 円、繰

越金 6,554,069 円が増加しており、繰入金 13,802,000円が減少している。 

 一方、歳出では、総務費 18,045,271 円減少し、公債費 33,771,605 円が増加している。 

  

  

 （１）将来にわたる財政負担などの状況について 

 町 債 

 令和６年度末における町債残高は 993,720千円であり、前年度 1,100,013 千円に比べる

と、106,293 千円の減となっている。 

 

（２）一時借入金の状況について 

 予算第３条で一時借入金の限度額 200,000千円を定めているが、予算執行が順調になさ

れたため、運用金の借入れは必要なかった。 

 

 本事業は、町の重要施策として保存管理計画のもと、昭和 54年から土地公有化を進め、

令和６年度末において 467,283.23 ㎡に達している。 

 それに伴い公益財団法人国史跡斎宮跡保存協会への草刈り等の公有地管理委託料が

29,684 千円にのぼっている。 

 今後、公有地拡大が進むと維持管理費の増加が見込まれ、さらに町民の負担増となるこ

とが懸念される。 

また、歴史まちづくり法による歴史的風致維持向上計画など、史跡環境整備事業も順調

に事業促進がはかられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

明和町国民健康保険特別会計 

  

令和６年度明和町国民健康保険特別会計の決算額は、歳入 2,812,923,971 円（予算現額

に対する収入率 91.7％）、歳出 2,482,293,360 円（予算現額に対する執行率 80.9％）、差

引額 330,630,611 円で、この差引額には繰り越すべき財源が含まれていないので、実質収

支額と一致とする。 

 歳入歳出の決算額を前年度と比較すると、歳入は 45,647,921円の減少、歳出は4,010,243

円の増加である。 

歳入では、繰越金 28,026,047 円、国庫支出金 2,640,000 円、財産収入 195,284 円が増

加し、県支出金 47,444,135 円、国民健康保険税 22,875,148 円、諸収入 1,959,631 円、繰

入金 4,230,338 円、が減少している。 

一方、歳出では、基金積立金 49,900,000 円、国民健康保険事業費納付金 15,103,843 円、

総務費 2,680,216 円が増加し、保険給付費 58,608,031 円、保健事業費 2,700,804 円、諸

支出金 2,364,922 円、共同事業拠出金 59円が減少している。 

  

 

（１）国民健康保険税収納状況は次表のとおりである。 

                                     （単位：円） 

    種別 

 

区分 

医療給付費

分現年課税

分 

医療給付費分

滞納繰越分 

介護納付金

分現年課税

分 

介護納付金

分滞納繰越

分 

後期高齢者

支援金分現

年課税分 

後期高齢者

支援金分滞

納繰越分 

合 計 

予算現額 272,700,000 6,610,000 33,100,000 1,101,000 155,300,000 2,810,000 471,621,000 

調定額 267,396,161 26,776,647 33,996,809 4,692,583 152,628,030 12,085,169 497,575,399 

収入済額 261,102,810 6,411,703 32,332,785 1,210,116 148,545,177 3,484,556 453,087,147 

不納欠損額 0 1,471,740 0 244,968 0 817,756 2,534,474 

収入未済額 6,293,351 18,893,194 1,664,024 3,237,499 4,082,853 7,782,857 41,953,778 

収 

納 

率 

対予算 95.7％ 97.0％ 97.7％ 109.9％ 95.7％ 124.0％ 96.1％ 

対調定 97.6％ 23.9％ 95.1％ 25.8％ 97.3％ 28.8％ 91.1％ 

（注）一般被保険者国民健康保険税と退職被保険者国民健康保険税の合算による。 

 

 

（２）将来にわたる財政負担などの状況について 

  町 債 

 令和６年度末における町債残高は 0 円となった。 

 

 

 



 

（３）一時借入金の状況について 

 予算第２条で一時借入金の限度額 40,000 千円を定めているが、予算執行が順調になさ

れたため、運用金の借入れは必要なかった。 

 本会計は、前年度に引き続き実質収支は黒字となっている。その主な要因は歳入におい

て、繰越金が増加したことや、歳出において、保険給付費が減少したことによる。 

また、本年度の国民健康保険税の収納率は 91.1％であり、前年度より 0.3 ポイント上

回った。今後とも収納率の向上に鋭意努力するとともに、健全財政、健全運営をさらに推

進されるよう切望する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

明和町住宅新築資金等貸付事業特別会計 

  

令和６年度明和町住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算額は、歳入 34,562,125 円（予

算現額に対する収入率 493.7％）、歳出 5,693,940 円（予算現額に対する執行率 81.3％）

で、差引額は 28,868,185 円となり、この差引額には繰り越すべき財源が含まれていない

ので実質収支額と一致する 

 歳入歳出の決算額を前年度と比べると、歳入は 1,030,143円増加し、歳出は 269,901 円

減少している。 

 歳入では、繰越金 13,859,087 円が増加し、貸付金等償還収入 12,614,944 円、繰入金

110,000 円、県支出金 104,000円が減少している。 

 一方、歳出では住宅新築資金等貸付事業費 269,901 円が減少している。 

  

 

（１）収入未済額の状況は次表のとおりである。 

                                  （単位：円） 

    年度 

区分 
令和５年度 令和６年度 比較増減 

伸 率 

（％） 

過年度分 215,113,746 208,527,762 △6,585,984 △ 3.1 

合  計 215,113,756 208,527,762 △6,586,984 △ 3.1 

 

 

 事業の健全運営を維持していくために、その財源である償還金の収入未済額の滞納整理

等、未収金の収納に努めたが、本年度の収納率（償還収入の収入済額÷調定額）としては 

3.1％で、前年度を 5.1 ポイント下回る結果となった。 

 今後とも、貸付金等償還収入の収納率の向上を図り、事業の健全運営のためにより一層

の努力をされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

明和町介護保険特別会計 

 

 令和６年度明和町介護保険特別会計の決算額は、歳入 3,039,703,164 円（予算現額に対

する収入率 100.2％）、歳出 2,867,835,796 円（予算現額に対する執行率 94.6％）、差引額

171,867,368 円で、この残高には繰り越すべき財源が含まれていないので実質収支額と一

致とする 

 歳入歳出の決算額を前年度と比べると、歳入が120,546,164円増加し、歳出も 54,771,494

円増加している。 

歳入では、保険料 64,211,575 円、国庫支出金 35,293,720 円、繰入金 27,956,000 円、

県支出金 17,537,476 円、諸収入 1,194,395 円、支払基金交付金 8,521,211 円、財産収入

17,345 円が増加しており、繰越金 34,185,558 円が減少している。 

歳出では、保険給付費 39,011,735 円、地域支援事業費 8,936,493 円、諸支出金 5,571,328

円、総務費 1,251,938 円が増加している。 

 

  

（１）一時借入金の状況について 

 予算第２条で一時借入金の限度額 40,000 千円を定めているが、予算執行が順調になさ

れたため、運用金の借入れは必要なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

明和町後期高齢者医療特別会計 

 

 令和６年度明和町後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入 668,377,044 円（予算現額

に対する収入率 103.9％）、歳出 641,725,496 円（予算現額に対する執行率 99.8％）、差引

額 26,651,548 円で、この差引額には繰り越すべき財源が含まれていないので実質収支額

と一致する。 

 歳入歳出の決算額を前年度と比べると、歳入は 76,370,254円増加し、歳出も 74,730,435

円増加している。 

歳入では、後期高齢者医療保険料 39,393,804 円、一般会計繰入金 36,727,882 円、繰越

金 13,204,893 円が増加しており、諸収入 12,956,325 円が減少している。 

一方歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金 87,052,659 円、総務費 657,577 円が増

加しており、諸支出金 12,979,801 円が減少している。 

  

 

 

（１）一時借入金の状況について 

 予算第２条で一時借入金の限度額 40,000 千円を定めているが、予算執行が順調になさ

れたため、運用金の借入れは必要なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．実質収支に関する調書 

 調書と各会計決算書とを照合したところ、計数は正確であると認められた。 

 

 

４．財産に関する調書 

 この調書は、地方自治法施行規則の定めるところにより、令和６年度における財産の増

減を明確にするために作成されたものである。その内容について、公有財産、物品、債権、

基金に区分して、財産台帳とその他関係書類とを照合し、あわせて異動状況等審査を行な

った結果、正確に処理されていると認められた。 

 

 

５．令和６年度基金の運用状況調書 

 審査の結果と意見について、地方自治法第 241 条第１項の規定に基づき、特定の目的の

ために定額の資金の運用をするための基金として、土地開発基金、物品購入基金がある。

同法第 241条第５項により審査した結果、いずれも基金の額と符合し、正確であることが

認められた。 

 

む  す  び 

 

 以上、令和６年度一般会計ならびに各特別会計の決算審査の結果について述べたもので

あるが、財務内容は良好とは言えないものの、総合的には適正な予算執行となり、全般に

わたり所期の目的が達成できたと認められた。 

 令和６年度一般会計の単年度収支は 417,799 円の黒字、実質単年度収支は 507,191千円

の黒字であるが、経常収支比率は 103.0％の数値を示しており、早急な改善が望まれると

ころである。また、令和６年度末の町債残高は、総額 11,632,646 千円となっている。町

民１人あたりにすると約 516,410 円にも及ぶ借金であり、後世への影響が懸念されるとこ

ろである。 

地方自治体は、超高齢化社会への対応に加え、新たな感染症や大規模地震等の災害に万

全の対策を講じ、地域住民が安全に安心して暮らすことができる豊かな地域社会を創造し、

かつ持続していかなければならない。 

今後、老朽化が進む公共施設等の維持管理及び改築にかかる費用の増大が懸念されるな

か、財政運営に求められることは、行財政改革の趣旨に基づき、各事業を含めた施策の見

直しと改善、また、新規財源の確保、事務の簡素・効率化、経費節減のための内部努力と

職員の意識改革であると考える。 

 第６次総合計画の基本理念である「みんなでつくるまちづくり」を目指し、行政と地域

が一体となった住民協働のまちづくりができるよう、財政運営の健全化になお一層の取り

組みを望むところである。 

これからも、町民のニーズをしっかり捉え、町民が住みやすさを実感できる「住みたい 

住み続けたい 豊かなこころを育む 歴史・文化のまち 明和」を目指されたい。 


